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○中央市個人情報の保護に関する法律施行細則 
令和４年１２月２７日 

規則第３９号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、

個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び中央市個

人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年中央市条例第18号。以下「条例」という。)の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。 

(費用の負担) 

第２条 条例第３条第２項に規定する写しの作成その他開示の実施に要する費用は、次に定めると

ころによる。 

(1) 写しの作成に要する費用 別表第１に定める額 

(2) 写しの送付に要する費用 当該写しの送付に要する額 

２ 前項に規定する開示の実施費用は、前納とする。ただし、実施機関(条例第２条第２項に規定

する実施機関をいう。)がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。 

(写しの送付に要する費用の納付の方法) 

第３条 令第２８条第４項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。 

(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法 

(2) 現金により納付する方法 

(文書の様式) 

第４条 法及び令の施行のために必要な文書の様式は、別表第２に定めるところによる。 

(その他) 

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

(中央市個人情報保護条例施行規則の廃止) 

２ 中央市個人情報保護条例施行規則(平成18年中央市規則第15号)は、廃止する。 

附 則(令和6年規則第2号)抄 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

別表第１(第2条関係) 

種別 開示の方法 費用の額 

文書及び図画 

複写機により写しを交付したもの(日本

産業規格A３判までの用紙とする。) 

単色(黒)１枚につき １０円 

カラー１枚につき ４０円 

文書及び図画をスキャナにより読み取

って作成した電磁的記録を光ディスク

に複写したもの 

CD-R１枚につき １００円 
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電磁的記録 

複写機により写しを交付したもの(日本

産業規格A３判までの用紙とする。) 

単色(黒)１枚につき １０円 

カラー１枚につき ４０円 

光ディスクに複写したもの CD-R１枚につき １００円 

備考 

１ 日本産業規格A３判を超える規格の用紙を用いたときの枚数は、日本産業規格A３判の用

紙を用いた場合の枚数に換算して計算する。 

２ 用紙の両面に複写した場合については、片面を１枚として算定する。 

別表第２(第4条関係) 

様式番号 様式の名称 根拠規定 

様式第１号 個人情報ファイル簿 法第７５条 

様式第２号 保有個人情報開示請求書 法第７７条第１項 

様式第３号 保有個人情報開示決定通知書 法第８２条第１項 

様式第４号 保有個人情報の開示の実施方法等申出書 法第８７条第３項 

様式第５号 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書 法第８２条第２項 

様式第６号 保有個人情報開示決定等期限延長通知書 法第８３条第２項 

様式第７号 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 法第８４条 

様式第８号 他の実施機関への開示請求事案移送書 法第８５条第１項 

様式第９号 開示請求者への開示請求事案移送通知書 法第８５条第１項 

様式第１０号 第三者意見照会書(法第８６条第１項適用) 法第８６条第１項 

様式第１１号 第三者意見照会書(法第８６条第２項適用) 法第８６条第２項 

様式第１２号 保有個人情報の開示決定等に関する意見書 法第８６条 

様式第１３号 開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書 法第８６条第３項 

様式第１４号 保有個人情報訂正請求書 法第９１条第１項 

様式第１５号 保有個人情報訂正決定通知書 法第９３条第１項 

様式第１６号 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書 法第９３条第２項 

様式第１７号 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 法第９４条第２項 

様式第１８号 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 法第９５条 

様式第１９号 他の実施機関への訂正請求事案移送書 法第９６条第１項 

様式第２０号 訂正請求者への訂正請求事案移送通知書 法第９６条第１項 

様式第２１号 保有個人情報提供先への訂正決定通知書 法第９７条 
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様式第２２号 保有個人情報利用停止請求書 法第９９条第１項 

様式第２３号 保有個人情報利用停止決定通知書 法第１０１条第１項 

様式第２４号 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書 法第１０１条第２項 

様式第２５号 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 法第１０２条第２項 

様式第２６号 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 法第１０３条 

様式第２７号 委任状(個人情報に係る開示請求用) 令第２２条第３項 

様式第２８号 委任状(特定個人情報に係る開示請求用) 令第２２条第３項 

様式第２９号 委任状(個人情報に係る訂正請求用) 令第２９条において準用す

る令第２２条第３項 

様式第３０号 委任状(特定個人情報に係る訂正請求用) 令第２９条において準用す

る令第２２条第３項 

様式第３１号 委任状(個人情報に係る利用停止請求用) 令第２９条において準用す

る令第２２条第３項 

様式第３２号 委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用) 令第２９条において準用す

る令第２２条第３項 

様式第３３号 諮問書(開示決定等) 法第１０５条第３項の規定

により読み替えて準用する

同条第１項 

様式第３４号 諮問書(訂正決定等) 法第１０５条第３項の規定

により読み替えて準用する

同条第１項 

様式第３５号 諮問書(利用停止決定等) 法第１０５条第３項の規定

により読み替えて準用する

同条第１項 

様式第３６号 諮問書(［開示請求・訂正請求・利用停止請求］に係る

不作為) 

法第１０５条第３項の規定

により読み替えて準用する

同条第１項 

様式第３７号 審査会諮問通知書 法第１０５条第３項の規定

により読み替えて準用する

同条第２項 
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